
瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。  

令和６年３月２５日 

瀬戸市長  川 本 雅 之  

瀬戸市条例第３号  

   瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例

の一部を改正する条例  

瀬戸市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（平  

成２０年瀬戸市条例第２２号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。

改正後 改正前 

（議員報酬の額） （議員報酬の額） 

第２条 議長等の議員報酬月額は、次に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

第２条 議長等の議員報酬月額は、次に掲げる者

の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

⑴ 議長 ５５０，０００円 ⑴ 議長 ５４９，０００円 

⑵ 副議長 ４８２，０００円 ⑵ 副議長 ４８１，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

２，０００円 

⑶ 常任委員会（予算決算委員会を除く。以下

同じ。）及び議会運営委員会の委員長 ４６

１，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５７，０００円 

⑷ 常任委員会及び議会運営委員会の副委員長

 ４５６，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

２，０００円 

⑸ 議員（議長、副議長、常任委員会及び議会

運営委員会の委員長並びに常任委員会及び議

会運営委員会の副委員長を除く。） ４５

１，０００円 
  

   附  則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。  


